
健
康
増
進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

健
康
増
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
市
町
村
に
よ
る
健
康
増
進
事
業
の
実
施
）

（
市
町
村
に
よ
る
健
康
増
進
事
業
の
実
施
）

第
四
条
の
二

法
第
十
九
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
の
二

法
第
十
九
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

歯
周
病
検
診

一

歯
周
疾
患
検
診

二
〜
六

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

（
健
康
増
進
法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
）

（
健
康
増
進
法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

令
第
三
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
各
種
学
校
は
、
所
得
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省

令
第
十
一
号
）
第
四
十
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
そ
の
他
二
十
歳
未
満
の
者
が
主
と
し
て
利
用
す
る
も

の
と
す
る
。

２

令
第
三
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
各
種
学
校
は
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
文
部
科
学
省
令
第
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
そ
の
他

二
十
歳
未
満
の
者
が
主
と
し
て
利
用
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外特第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
九
号

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
九
条
の
二
及
び
健
康
増
進
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
増
進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎




